
令和 8 年(2026 年)4 月 2 日 

報道関係  各位 

真庭市役所 

令和8年春の交通安全県民運動 

真庭市内各所で交通安全啓発活動を実施します 
県民運動期間▶ 令和8年４月６日(月)から15日(水) 

場所▶ 市内各所 

 

春の交通安全県民運動に伴い真庭市内各所で「交通安全テント村」や「朝の街頭指導」といった交通

安全啓発活動を実施し、交通安全県民運動を広く市民に周知し、交通安全意識の高揚を図るとともに、

交通事故防止の徹底をめざします。 

つきましては、ぜひとも取材くださいますようお願いいたします。 

概要▶ 

■交通安全テント村（悪天候等により中止や変更の可能性があります） 

振興局名 月日 曜日 時 間 場  所 

勝山 4 月 6 日 月 11：00～1 時間程度 真庭警察署駐車場 

落合 4 月 7 日 火 10：00～1 時間程度 鹿田橋南詰(真庭市鹿田地内) 

北房 4 月 8 日 水 7：15～8：00 宮地地内(国道 313 号線) 

湯原 4 月 10 日 金 16：00～17：00 仲間地内（国道３１３号線 牧集落上流側の待避所） 

美甘 4 月 14 日 火 9：40～10：10 健康増進施設駐車場 

蒜山 4 月 14 日 火 15：00～1 時間程度 緑の一里塚（真庭市蒜山上長田地内） 

※勝山地区は、春の交通安全県民運動の出発式にあわせて４月 6 日に実施します。 

※美甘地区は、美甘小学校と一緒に啓発を行います。 

[内容] 真庭交通安全協会各支部、真庭警察署、交通警察協助員会などが協力し、ドライバーや通行人に啓

発資材を配布し、安全運転の徹底、飲酒運転の根絶などを呼びかけます。 

    ※実施内容など、詳細につきましては、各振興局にお尋ねください。 

■朝の街頭指導 

1.日 時 令和 8 年４月６日(月)～４月 15 日(水）7:40～8:10（土日祝を除く計 8 日間） 

2.場 所 本庁舎・各振興局地内の主要交差点等市内交通要所 

3.参加者 真庭警察署、真庭交通安全協会、交通警察協助員会、市議会議員、市職員、市教育委員会、 

小中学校ＰＴＡなど 

※実施時間は地区によって、異なります。 お問い合わせ先▶ 

生活環境部共生社会推進課 (担当 米山)    

TEL0867-42-1017  FAX0867-42-7455 


